
（例１）管理組合の運営に関する変更１件の場合 ⇒ 4,300円 

     

  

      4,300円 

 

（例２）管理組合の運営に関する変更１件、長期修繕計画に関する変更１件の場合 

 ⇒ 13,000円 

              

    

      4,300円           8,700円            13,000円 

 

（例３）団地型マンションで、全体管理組合・Ａ棟管理組合・Ｂ棟管理組合があるマンシ

ョンから、長期修繕計画に関する変更（管理組合の運営等、他の項目の変更に関係

しないもの）が３件あった場合（長期修繕計画が３件あるため、２件目、３件目の

手数料が加算される） ⇒ 18,100円 

     

  

   8,700円        4,700円   4,700円    18,100円 

 

（例４）長期修繕計画に関する変更２件（経理に関するもの１件、管理規約に関するもの

１件）、経理の変更１件、管理規約の変更１件の場合 （経理に関する変更、管理規

約に関する変更が１件ずつであるため、手数料は加算されない） ⇒ 21,100円 

    

 

 

   8,700円       4,700円   4,100円 3,600円     21,100円 

 

（例５）長期修繕計画の変更２件（経理及び管理規約に関するもの１件、管理規約に関す

るもの１件）、経理の変更１件、管理規約の変更１件の場合（管理規約の変更に関

する長期修繕計画が２件あるため、手数料は加算される） ⇒ 23,500円    

  

 

 

 

     8,700円     4,700円      4,100件        3,600件            2,400円    23,500円 
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